
会則変更（3点） 

≪ 第四期―1 平成 19年 8/25 第 3回役員会により決定 ≫ 
第25条 緊急事項による役員会により決定し処理する。という会則内容より 
以下の 26条・31条・32条の 3点を変更することに決定した。 

 
第 5章（会 議） 

第 26条『定期総会は 1年に 1回開催』について、 
同窓会のあり方の問題点などから考え,毎年開催は非常に難しく厳しい状況である。 
『定期総会は 3年に 1回開催』という意見で役員全員一致し、決定,処理した。 

 
第 6章（会 計） 

第31条 会計年度は毎年 4月 1日に始まり翌年 3月 31日に終わる.について、 
現状では、総会開催が終了し役員交代を実施のため、 
毎年 12月 1日に始まり翌年 11月 30日に終わる.と変更する。 

  
第 7章（その他） 

第 32条 会員の住所または氏名などの変更があった時は同窓会事務所宛に連絡する。 
事務所は誤字で修正をし、同窓会事務局宛に変更する。 

 
＊ 平成 20年 4月から施行する。 

 

会則変更(２点) 

《第四期―2 平成 20年 10月 11日 第 10回同窓会総会により決定》 
第3章 （役員及び任務） 
第 17 条 役員選出は総会において行う。について、第四期より役員の半分が一年ずれ
ての交代となり、次期総会が平成 23 年となるために役員選出は総会での承認を得る

機会がなく、役員選出は役員会の決定。と変更する。 
 
第 5章  （会議） 
第 27条-5 役員選出。について、上記同様。 
すなわち、総会では役員紹介または役員選出。と変更する。 
 

＊ 平成 21年 4月から施行する。 
 
 


